
生産緑地制度の手引き

生産緑地制度は、市街化区域内の緑地機能等に優れた農地を計画的に保全することで、
良好な都市環境の形成に役立てることを目的に、都市計画に定めるものです。

① 指定から３０年間、農地としての管理義務が発生します。
その期間、原則解除できません。

② 固定資産税の課税が「宅地並み課税」から「農地課税」となり減額となります。

③ 原則、建築物の建築、宅地の造成などの行為はできません。

④ 農地に係る相続税の納税猶予に関する営農期間の条件が２０年から終身に変更に
なります。

生産緑地地区として指定されるには次の①～⑦のすべてに合致する必要があります。

① 農地台帳に登録されている農地であること。

② 建築基準法の道に２ｍ以上接していること。

③ 主たる従事者が６０歳未満であること、または６０歳以上である場合は１５歳
から６０歳未満の後継者を指名していること。

④ 道路、水路で分断されているものについては個々の農地等の面積がそれぞれ
１００㎡以上であること。

⑤ 用排水路の設置その他の農業を継続するために必要な要件が備わっている農地。

⑥ 一団の農地の面積が、５００㎡以上であること。※補足
（居住誘導区域外は３００㎡以上）

⑦ その他要綱に定める項目に合致すること。

１．生産緑地制度とは

２．生産緑地地区に指定されると

３．指定要件



※補足

「一団の農地が５００㎡以上であること（居住誘導区域外は３００㎡以上）」について

●道路及び水路により分断されていない農地で、一体的な地形のまとまりを有して
いるもの。道路及び水路の幅が６ｍ以下のものは、一団の農地として認められます。
また、隣接する他の人の農地と合わせて５００㎡以上（３００㎡以上）あれば指定
できます。

農地Ａ

農地Ｂ

道路又は水路※幅員６ｍ以下

道路や水路で分断されている農地で、その
道路や水路の幅員が６ｍ以下であって一体
性がある場合は、農地Ａと農地Ｂは一団の
農地として扱います。
農地Ａ＋農地Ｂの面積が５００㎡以上
（居住誘導区域外の場合は３００㎡以上）
である必要があります。

例１

所有者Ａ
所有者Ｂ

道路

所有者Ａと所有者Ｂの農地と合わせて
５００㎡以上（居住誘導区域外の場合は
３００㎡以上）あれば、一団の農地とし
て認められます。
※所有者Ａが申請する場合、所有者Ｂの
同意書が必要となります。

例２

所有者Ａ

所有者Ｂ

道路又は水路※幅員６ｍ以下

※それぞれの農地は１００㎡以上必要です。

※それぞれの農地は１００㎡以上必要です。



生産緑地地区の指定

４．指定までの流れ

個別相談（随時）

申請受付（４月～５月） 内容審査・現地調査（４月～５月）

都市計画決定の手続き（６月～）

松山市都市計画審議会（１０月頃）

生産緑地都市計画決定（１２月頃）
３０年の営農
（標識の設置）

結果を通知

生産緑地
標識を提供

申請者 松山市

県協議・案の縦覧等

生産緑地地区を農地として管理（３０年の営農）

特定生産緑地の申出

特定生産緑地の指定

生産緑地の継続

30年後も営農継続

・主たる従事者の死亡等 ・生産緑地地区指定後３０年経過

市町への買取り申出

買い取る場合 買い取らない場合

公園・緑地等
として整備

農業希望者へのあっせん

成立の場合 不調の場合

農地として
生産緑地地区の管理

行為制限
の解除

５．指定後の流れ

※特定生産緑地：指定から３０年経過する土地で、所有者等の意向をもとに指定することで、引き続き税制措
置が１０年延長されます。１０年経過後は改めて所有者等の同意を得て繰り返し１０年の延長ができる。



（お問合せ先）
〒７９０ー８５７１
松山市二番町四丁目７番地２

松山市役所 都市整備部
都市・交通計画課 地域デザイン担当

（松山市役所 本庁７階）
電話：089-948-6846

６．居住誘導区域とは

少子高齢化や人口減少社会のなか、都市機能施設や住居がまとまって立地し、市民が
公共交通により施設にアクセスしやすい都市構造の見直し『コンパクトシティ・プラ
ス・ネットワーク』を実現するため、松山市では立地適正化計画を作成し、生活サービ
スやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導するべき区域を定めています。

※詳細については、下記にお問合せいただくか、松山市ホームページよりご確認下さい。


